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水土里ネットいなばだよりの発刊にあたり 

                                      

                 水土里ネットいなば 

                                 理事長 冨 樫 達 喜 

 

 

 

 盛夏の候、組合員の皆様におかれましては益々ご健勝の事とお

慶び申しあげます。また、常日頃より本区の運営並びに事業の推

進につきましては特段のご協力を賜り、心より御礼申しあげます。  

 

 さて、去る 3 月 9 日に通常総代会が開催され、慎重審議の結果、

平成 24 年度の一般会計賦課金 10a 当たり 4,500 円（前年より 100

円減額）を含む、32 議案すべて原案どおり決定いたしました。こ

れからも厳しい運営が予想されますが、経費の削減と意識改革を

あわせて進めながら運営基盤の強化を図ってまいる所存です。ま

た、平成 24 年は本区総代の改選の年であり、5 月 10 日には無投

票当選により、新任 11 名を含む総勢 30 名の総代が就任いたしま

した。続く役員改選では 7 名（理事 5 名・監事 2 名）の役員が決

定し、新体制のもと開催された互選会におきまして、不肖、私が

理事各位のご推挙を頂き、再度理事長の大任を仰せつかる事にな

りました。もとより浅学非才の身ではありますが、因幡堰土地改

良区の更なる発展のため、微力ながら誠心誠意努力する所存でご

ざいますので、今後とも一層のご指導と変わらぬご厚誼を賜りま

すようお願い申しあげます。  

  

 ●農地・水保全支払交付金について 

 農業を取り巻く情勢は混沌とし先行き不透明さが増すばかりで

あります。どんな状況にあっても土地改良区の使命は、農地・水

・土地改良区施設・農業資源や環境を護ることと位置づけ今日ま

で取り組んでまいりました。今までの「環境保全型農業直接支援」

が切り離され、新たに施設の長寿命化のための「向上活動支援」

が創設されました。この二期対策も今まで同様に土地改良区が指

導に当たる様に準備を進めてまいります。  

 



 

 ●国営赤川二期地区農業水利事業について 

 着工 3 年目に入りまして、東日本大震災の影響で当初心配され

た予算も大幅に増額になり、事業所の実施体制も 18 名に拡充され

順調に進行しており、本年度は旧中川地区の東 3 号幹線用水路の

改修が中心になります。本区施設である東 2 号幹線用水路につい

ては平成 25～26 年頃の着工と予定しております。 

 

  ●基幹水利施設ストックマネジメント事業について          

 県営ほ場整備事業で二箇所に造成した八栄島地区の揚水機場は

既に 30 年以上も経過した老朽化の著しい施設です。そのため本対

策事業としてこれら施設の長寿命化を図るため、平成 23 年度には

八栄島第 2 揚水機場（小中島）のポンプ等の機械設備と電気設備

の更新を行い、今年度は残り付帯工事と共に同様の改修工事を八

栄島第１揚水機場（八色木）でも実施いたします。これまで当地

区の揚水機場の運転では、施設の老朽化に伴う予期せぬ突発的な

故障等によって甚大な被害をもたらす恐れがありましたが、今年

度の工事完成をもって、漸くこれらの心配から解放されるものと

大いに期待しているところであります。 

 

 現在、本地域においても人口の減少や高齢化の進展が見込まれ

る中にあって、農家や住民のニーズは高度かつ多様化しておりま

すが、しっかりと次の世代を見据えながら皆さまから与えられま

したこの任期 4 年間を全力を挙げて総代と共に役職員が一丸とな

って組合員の負託に応えていく所存でありますので、これからも

更なるご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。 

 最後になりますが、組合員各位のご繁栄と豊穣の秋を祈念申し

あげご挨拶といたします。  



単位：千円

１ 一 般 会 計 107,237 153,530 - 46,293

圃 場 整 備 事 業 費

（赤川地区第７事業区）

県 営 柳 久 瀬 地 区

圃 場 整 備 事 業 費

県 営 後 田 地 区

土地改良総合整備事業費

第 ３ 事 業 区

圃 場 整 備 事 業 費

農 地 流 動 化 支 援

水 利 用 調 整 事 業 費

総 代 役 員 職 員

表 彰 退 任 慰 労 金 費

８ 職 員 退 職 給 与 金 費 26,256 24,243 2,013 - 〃

９ 基 金 積 立 金 費 160,805 184,637 - 23,832 〃

１０ 除 外 決 済 金 費 463 437 26 - 〃

２

平成２４年度  予算について

 　平成２４年３月９日、因幡堰土地改良区事務所に於いて通常総代会が開催され、
 各議案について慎重に審議がなされ、全議案が原案の通り可決されました。

付　記会 計 区 分 本年度予算額 前年度予算額

73

増

5,505

9,948

5,621

10,538 590

-

６ 321 468

比　　　　較

減

406 333

843 747

-

〃3,649 -

特別会計

〃

〃

〃

〃

116

96

1,893

-

-

- 147

７ 1,756

３

４

５



〔歳　　　　入〕

本　年　度 前　年　度

予　算　額 予　算　額 増 減

1 区 費 74,671 76,077 - 1,406 69.63%

2 雑 収 入 713 4,998 - 4,285 0.66%

3 繰 入 金 4,460 32,669 - 28,209 4.16%

4 繰 越 金 16,500 25,766 - 9,266 15.39%

5 交 付 金 ・ 補 助 金 980 3,080 - 2,100 0.91%

6 受 託 費 9,913 10,940 - 1,027 9.25%

107,237 153,530 - 46,293 100.00%

〔歳　　　　出〕

本　年　度 前　年　度

予　算　額 予　算　額 増 減

1 事 務 所 費 42,280 46,752 - 4,472 39.43%

2 選 挙 費 500 200 300 - 0.47%

3 維 持 管 理 費 27,130 37,880 - 10,750 25.30%

4 財 産 費 4,680 4,680 - - 4.36%

5 負 担 金 16,569 41,569 - 25,000 15.45%

6 諸 費 6,641 8,011 - 1,370 6.19%

7 繰 出 金 8,632 13,677 - 5,045 8.05%

8 予 備 費 805 761 44 - 0.75%

107,237 153,530 - 46,293 100.00%歳　出　合　計

歳　入　合　計

款

平成２４年度〔一般会計〕歳入歳出予算

款

単位：千円

比　　較
付記％

単位：千円

比　　較
付記％



       　 　（赤川地区第７事業区） 歳入歳出予算　

〔歳　　　　入〕
単位：千円

本　年　度 前　年　度

予　算　額 予　算　額 増 減

1 賦 課 金 2,126 2,127 - 1 38.62%

2 雑 収 入 9 256 - 247 0.16%

3 繰 入 金 2 2 - - 0.04%

4 繰 越 金 3,368 3,236 132 - 61.18%

5,505 5,621 - 116 100.00%

〔歳　　　　出〕
単位：千円

本　年　度 前　年　度比　　　較

予　算　額 予　算　額 増 減

1 諸 費 15 15 - - 0.27%

2 繰 出 金 2,362 2,162 200 - 42.91%

全 地 区

適 正 管 理 事 業 費

オ － プ ン 地 区

適 正 管 理 事 業 費

パ イ プ 地 区

適 正 管 理 事 業 費

6 予 備 費 58 120 - 62 1.05%

5,505 5,621 - 116 100.00%

12.72%

4 1,500 1,500 - - 27.25%

-

比　　　較
款 付記　％

平成２４年度 〔特別会計〕圃場整備事業費

歳  出　合　計

款 付記　％

5 700

254

比　　　較

15.80%

歳　入　合　計

700 - -

3 870 1,124



(10a当り　単位：円）

（事業償還金、事業
負担金含む）

（事業償還金、事業
負担金含む）

また督促状が発行された場合は、

1-1

1-2

延滞金と督促手数料４００円が加算徴収されます。

- 200 -第 ３ 事 業 区 圃 場 整 備 事 業 費

納期限を過ぎた賦課金には 日歩３銭（年利１０.９５％）の延滞金が徴収されます。

200

県営柳久瀬地区圃場整備事業費

事業費

2,2603

管理費 200

11,100

県営後田地区土地改良総合整備事業費

①

②

管理費

合　計（①+②+③）

経 常 費

共 同 管 理 費

維 持 管 理 費

〔パイプ地区〕

2

730

（赤川地区第７事業区） 200

特別会計圃場
整 備 事 業 費

オープン地区 200

パ イ プ 地 区 管理費

③

△1002,2502,250

200 - 200

平成24年10月31日

平成24年4月27日

3,500

8,000

200 -

200

-

9,040 △2,700

△1004,000

-

第１期

第２期

3,770

前年度比較第２期第１期

4,000

一 般 会 計

②

合　計（①+②）

730

4,500

①一 般 会 計

共 同 管 理 費

4

5

平成２４年度 〔会計別〕 賦 課 金 に つ い て

3,770

〔 普 通 地 区 〕

経 常 費

会　　　　　計 会　　計　　内　　訳

納期限



幹 線 用 排 水 路 等 工 事 4,420

東二号幹線用水路
L=5.5㎞

農道管理業務

水質調査業務等

道水路補修及び旱魃対策
安全対策工事

草木刈払・土砂浚渫業務
等

     〃

     〃

維持管理事業

     〃

平成２４年度　〔一般会計〕事業概要について

高寺分水工～柳久瀬
九日田分水工914

事 業 費

　平成24年度一般会計において予定されている事業は下記の通りですが、事業実施の時点で
事業費の割当等により多少の変更がある場合もあります。

【通年維持管理事業】（一般会計）

幹 線 用 排 水 路 等 調 査 183

3,711

110

鶴岡市農道管理業務委託

幹線用排水路等維持管理

単位：千円

摘 要

山 形 県 管 理 業 務 委 託
基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業

事 業 種 別 事 業 内 容

維持管理事業



1 ． １０a当り

2 ．

3 ．

4 ．

5 ．

6 ．第５事業区圃場整 備事業費 〃 6,000 円

円

第３事業区圃場整 備事業費 〃 6,000 円

県営後田地区土地改良総合整備事業費 〃 6,000

県営柳久瀬地区圃場整備事業費 〃 6,000 円

平成２４年度　地区除外決済金について

県営圃場整備事業費〔第７事業区〕

〃（パイプ地区）

各会計毎の決済金額は、次の通りです。

維 持 管 理 事 業 費 （一般全地区）

〃

届け出をされないと、いつまでも賦課金を徴収されることになります。

 本土地改良区内の農地を転用した場合は、速やかに本区に届け出る様

円6,000

お願いいたします。

105,000 円

円167,523

〃

（ 全 地 区 ）



　　１.特 別 会 計

（1）県営柳久瀬地区圃場整備事業

平成24年3月31日現在

借入年月日 借　入　先 借　入　額 借入残高 利　率 付　　　記

農 林 漁 業

金 融 公 庫

庄内たがわ

農業協同組合

計 23,824,000 5,195,620

※平成２４年１１月に借入残金を繰上償還予定

平成11年12月

　　〃　　平成25年11月

〃 〃 8,600,000 3,508,793 1.70% 　　〃　　平成26年11月

平成15年12月

〃 〃 354,000 79,670 2.05%

413,204

93,728

3,170,000

　　〃　　平成25年11月

1.70%

無利子 　　〃　　平成26年11月

〃 2.35%

　　〃　　平成26年11月

〃

〃 1,770,000 354,000

無利子292,000

1,210,000

〃 〃 445,000 63,225 1.25% 　　〃　　平成25年11月

平成10年12月 〃 2,225,000

〔各 会 計　長 期 借 入 金〕

無利子 償還期限　平成24年11月平成10年1月 6,050,000 391,000

　　〃　　平成24年11月



選挙区 選挙区

第１区 第２区

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 第３区

第２区 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

　この度の改選で、加藤均理事、齋藤仁理事、佐藤良春総括監事が退任されました。

　永年に渡るご功績に心から感謝を申し上げます。

加 藤

成 澤

因幡堰土地改良区総代の任期満了による選挙結果

　因幡堰土地改良区総代の任期満了（Ｈ24.5.9）による選挙が４月２５日に行われ新総代３０
名が次の通り選出されました。

氏　　名 地 区 名

徹

純 一

政 通

一 男

　任期は平成２４年５月２５日から平成２８年５月２４日までの４年間です。

氏　　名

　任期は平成２４年５月１０日から平成２８年５月９日までの４年間です。

役員の互選について

　因幡堰土地改良区役員の任期満了（H24.5.24）による選挙が５月７日開催の役員選挙会にお
いて理事５名監事２名が選出され、５月２５日開催の理事会、監事会で互選し、次のとおり就
任しました。

松 田

中 田

齋 藤

遠 藤

渡 部

齋 藤

岡 部

板 垣

丸 山

富 樫

幸 夫

隆 志

成 澤

武 田

菅 原

守

修

智

源 喜

清

馬 渡

羽黒町高寺

羽黒町後田

羽黒町後田

良 吉

秀 介

劯

俊 昭

藤 島 中 町

藤 島 下 町

古 郡

古 郡

羽黒町荒川

羽黒町富沢

柳 久 瀬

藤 島 上 町

大 川 渡

下 中 野 目

野 田 目

齋 藤

太 田

成 澤

冨 樫

齋 藤

高 山

鈴 木 史 紀

龍 司

鈴 木

川 村

齋 藤

飯 鉢

石 川

成 田

富 樫

石 川 秀

良 一

豪

良 治

兼 市

達 喜

哲 夫

豊 明

道 哉

敏 博

弘 康

地 区 名

越 後 京 田

藤 岡

須 走

三 和

三 和

無 音

智

賢

柳 久 瀬

豊 栄

豊 栄

小 中 島

小 中 島

八色木上区

八色木上区

八色木下区

八色木下区

豊 栄

八色木下区

小 中 島

氏　　　　　名

冨　樫　達　喜

太　田　良　治

氏　　　　　名 地 区 名

第　１　監　事

野 田 目

役　　職　　名

理　　事　　長

役　　職　　名

総　括　監　事

遠　藤　　　守

成　田　道　哉

地 区 名

三 和

藤 岡

馬 渡

菅　原　隆　志

富　樫　俊　昭第　１　理　事

第　２　理　事

第　３　理　事

第　４　理　事 石　川　豊　明



　５月９日開催の臨時総代会及び５月２５日開催の理事会において、次のとおり委員を
選出決定いたしました。

※◎委員長

石 川 秀 鈴 木 良 一 川 村 弘 康

齋 藤 龍 司 鈴 木 史 紀 －

中 田 純 一 成 澤 秀 介 松 田 徹

飯 鉢 哲 夫 齋 藤 政 通 富 樫 敏 博

武 田 幸 夫 加 藤 一 男 成 澤 良 吉

成 澤 兼 市 齋 藤 豪 齋 藤 智 ( 三 和 )

委員の決定について

－ 石 川 豊 明

高 山 賢

総 代

丸 山 劯 齋 藤 智 ( 河 原 ) 板 垣 清

岡 部 源 喜 渡 部 修

総　務　委　員　会 用排水調整委員会 土地改良事業委員会

役 員
◎ 太 田 良 治 ◎ 成 田 道 哉 ◎ 遠 藤 守

－



◇ 知ってるつもり！　歴史小旅行への招待状 ◇

あれぇ　ここ　どこかしら？

　　因幡堰は昔、赤川右岸のこの地から取水していました。

　　　この石版を探しに行ってみませんか・・・

　　　　桜の奥に写っているのは扇橋です。（平成２４年春撮影）



１． 名義変更の届け出

　①組合員が死亡したとき。

　②土地改良法第３条の資格者（納税義務者、所有者）が変わったとき。

２． 資格取喪の届け出

　①売買を行ったとき。

　②賃貸借関係の変更で、耕作者が変わったとき。

３． 新規組合員の届け出

　①売買により、新規組合員になるとき。

　②賃貸借関係により、新規組合員になるとき。

４． 組合員抹消の届け出

　①売買により、耕作地がなくなったとき。

　②小作地返還により、耕作地がなくなったとき。

５． 農業者年金受給による資格交替届け出

６． 住所変更の届け出

☆届け出用紙は土地改良区にありますので、印鑑をご持参の上おいで願います。

〔農地の移動及び転用について〕

　組合員が所有又は耕作している農地の名義が所有権移転、耕作権の移動、経営移

譲・農地転用等により変更が生じた場合は、すみやかに本土地改良区へ届け出て、変

更の手続きを取って下さるようお願いいたします。

　変更の届け出は自己申請ですので、届け出がなければ賦課台帳等の修正はなされ

ず、現資格者に賦課されることになります。

　また変更される場合は、賦課金を滞納していないかよく確認してから行って下さ

い。もし、滞納している場合には、新資格者に支払い義務が生じますのでご注意願い

ます。

こんな時は届け出しましょう！ 



◎文書交付手数料は、下記の通りです。

区費賦課証明書 １件 ５２５円

農林漁業資金年賦償還計画証明書 １件 ７３５円

原簿の謄本及び抄本 １件 ５２５円

土地改良事業地域に関する証明書 １件 ５２５円

原簿閲覧 １種別１回 ３１５円

事業計画図面閲覧 １種別１回 ３１５円

換地計画確定図面閲覧 １種別１回 ３１５円

各証明書等副本 １通 ２１０円

謄写図面交付 １件 ２１０円

農地転用に関する意見書（普通） １件 ２,１００円

農地転用に関する意見書（複雑） １件 ４,２００円

国有地に関する承諾書及び意見書 １件 ２,１００円

工作物設置承諾書 １件 ２,１００円

流水使用、排水等の許可申請書 １件 ５,２５０円

土地改良財産使用等の承諾申請書 １件 ３,１５０円

各承諾許可書等副本 １通 ２１０円

現地立会料 １件 ２,１００円

（１）用水の節水と有効利用について

（２）汚濁、汚染の放流禁止について

〔交付手数料について〕

以上

以上

以上

以上

以上

以上

１３.

１４.

１５.

　汚濁、汚染等の放流により、水路の汚れが最近ひどくなっている地域が見受け

られます。 これまで浄化槽設置を条件に許可したものであっても、施設に不備な

点があった場合は、許可を取り消すこともありえますので十分注意して下さい。

　組合員の皆様方は、用水の管理については大変なご苦労をなされている訳け

ですので、お互いに協力し合って節水につとめ、限られた水資源を有効に使って

行きましょう。

９.

１０.

１１.

１２.

１７.

１６.

７.

８.

１.

２.

３.

４.

５.

６.

☆ 水 を 大 切 に ☆ 



　平成２３年度第一回臨時総代会が平成２３年８月１０日に開催され、平成２２年度の

一般会計並びに特別会計決算書、財産目録、事業報告書が承認されました。

〔一般会計〕 単位：円

款 決　算　額 款 予　算　額 決　算　額

1 区 費 78,854,000 76,788,266 1 事 務 所 費 42,313,000 35,809,817

2 雑 収 入 5,518,000 3,880,118 2 選 挙 費 100,000 0

3 繰 入 金 315,000 315,000 3 維持管理費 36,910,000 21,147,903

4 繰 越 金 27,988,000 27,988,640 4 財 産 費 4,680,000 2,455,966

交 付 金 5 負 担 金 11,569,000 10,881,545

補 助 金 6 諸 費 7,751,000 5,987,883

6 受 託 費 10,172,000 10,169,500 7 繰 出 金 18,073,000 18,072,388

8 予 備 費 2,431,000 0

123,827,000 120,121,524 計 123,827,000 94,355,502

歳入歳出差引残金25,766,022円は平成２３年度へ繰越（内維持管理繰越金4,676,800円）

〔特別会計・1〕　圃場整備事業費（赤川地区第７事業区） 単位：円

款 予　算　額 決　算　額 款 予　算　額 決　算　額

1 賦 課 金 2,127,000 2,094,527 1 諸 費 15,000 997

2 雑 収 入 274,000 77,814 2 繰 出 金 2,162,000 2,162,000

3 繰 入 金 2,000 2,000 全 地 区

4 繰 越 金 3,224,000 3,224,779 適正管理費

オ－プン地区

適正管理費

パイプ地区

適正管理費

6 予 備 費 171,000 0

5,627,000 5,399,120 5,627,000 2,162,997

歳入歳出差引残金3,236,123円は平成２３年度へ繰越

平成２２年度　財　務　状　況

1,500,000

歳　　　出

計

歳　　　入 歳　　　出

1.収 支 決 算 書

0

980,000 980,000

予　算　額

4

5

5

700,000 0

計

歳　　　入

計

3 1,079,000 0



〔特別会計・２〕 　　単位：円

県 営 柳 久 瀬 地 区
圃 場 整 備 事 業 費

県 営 後 田 地 区
土地改良総合整備事業費

第 ３ 事 業 区
圃 場 整 備 事 業 費

農 地 流 動 化 支 援
水 利 用 調 整 事 業 費

因幡堰地区農業用水
再 編 対 策 事 業 費

総 代 役 員 職 員 表 彰
退 任 慰 労 金 費

因 幡 堰 土 地 改 良 区
職 員 退 職 給 与 金 費

因 幡 堰 土 地 改 良 区
基 金 積 立 金 費

因 幡 堰 土 地 改 良 区
除 外 決 済 金 費

歳入歳出差引残金は各会計毎に平成２３年度へ繰越

歳出決算額 差引残金

赤川地区共同管理費 206,203,000 208,757,701 194,547,393 14,210,308

事業損失補償事業費

会 計 区 分 予 算 額 歳入決算額

402,000 65,813

22,441,608

2,314,212

22,395,000 22,441,608

0

0

1,948,812

441,000

648,574

255,922

466,550

0

6,681,177

65,813

173,196,000 173,469,981 1,550,000

0

171,919,981

909,000 907,550

2,313,000

60,475,567

6,681,177 6,681,177

60,475,567

307,000 307,922

差引残金歳出決算額

2,034,6207,238,985

52,000

会 計 区 分 予 算 額 歳入決算額

365,400

10,353,000 9,273,605

105,950755,000

60,475,567

754,524



［資産の部］

(1)流動資産 38,086,317 円

(2)特定資産 196,792,214 円

(3)固定資産 74,885,394 円

309,763,925 円

［負債の部］

(1)長期負債 10,825,731 円

(2)短期負債 196,376,214 円

207,201,945 円

（各種引当金）

　土地改良区の各施設の維持管理は、組合員の賦課金でま
かなわれております。
　刈草やゴミを水路に捨てますと水害やポンプ等施設の故
障の原因となり、管理費の増加につながります。
　みんなで注意しましょう。

摘　　　　　　　　　　　　　要

資　　　　　産　　　　　合　　　　　計

資　　　　　産　　　　　合　　　　　計

（農林漁業金融公庫借入金等）

　        金　  　額

単位：円

（一般会計他会計基金積立金等）

（各種団体資金他会計基金及び積立金等）

（土地・建物・機械器具備品等）

２．財 産 目 録

摘　　　　　　　　　　　　　　要

単位：円

　        金　  　額



＜ 総　務　課 ＞

＜ 会　計　課 ＞

＜ 工　務　課 ＞

●各揚水機場の傭人は次の方々です。

施設電話番号

(兼務）

(臨時職員）

工 務 課 長

(兼務）

会 計 補 助 (兼務）

三 和

古 郡

(臨時職員）

総 務 課 長

平成２４年度の職員配置は次の通りです。

職員の配置について

事 務 局 長

総務課長補佐

財 務 係

庶 務 係

(兼務）

佐 藤 友 二

叶 野 直 人

本 間 洋 昭

柏 倉 奈 緒

佐 藤 友 二

所 在 地

安 藤 寿 克

会 計 課 長

会 計 係

氏　　　　名

工 務 係

施　　設　　名

－

叶 野 直 人

安 藤 寿 克

佐 藤 友 二

本 間 洋 昭

柏 倉 奈 緒

080-1651-4191

080-1651-4192

佐 藤 隆

鈴 木 雄 次

佐 藤 隆

小 鷹 正 廣

石 川 正

－

－

小 中 島

古郡揚水機場（ 兼 務 ）

区 域 全 域

八 色 木

八 栄 島 第 二 揚 水 機 場

（パイプ地区）

（パイプ地区）

八 栄 島 第 一 揚 水 機 場

幹 線 施 設 ・ 監 視

三和第１、第２揚水機場

(兼務）

工務課長補佐

(兼務）



事故防止にご協力下さい！

　毎年、各用水路には潤沢に水が流れております。
用排水路・揚水機場周辺での遊びは非常に危険ですので、
十分に注意し、事故防止にご協力をお願いいたします。

事故等緊急連絡先

080-1842-3050　（工務課直通）




